
様
式

第
１

２
号

調
整

金
（
3
0
0
人

以
下

）
報

奨
金

特
例

給
付

金

　
令

和
　

　
年

度
　

　
　

　
　

　
　

 　
の

申
請

に
つ

い
て

は
令

和
　

　
年

　
４

　
月

　
１

０
　

日
に

電
子

申
請

し
ま

し
た

が
、

そ
の

添
付

書
類

に
つ

い
て

下
記

の
と

お
り

提
出

し
ま

す
。

※
該

当
す

る
申

請
区

分
に

○
を

付
す

こ
と

独
立

行
政

法
人

高
齢

・
障

害
・
求

職
者

雇
用

支
援

機
構

　
納

付
金

部
長

　
殿

　
令

和
　

　
年

　
４

　
月

　
１

０
　

日

1
法

人
番

号
又

は
事

業
主

番
号

2
添

付
書

類
の

内
容

（
報

告
書

（
Ⅱ

）
に

記
載

し
た

下
記

の
労

働
者

に
係

る
障

害
者

手
帳

等
（
写

）
及

び
源

泉
徴

収
票

等
（
写

）

障
害

者
手

帳
等

（
写

）
源

泉
徴

収
票

等
（
写

）
障

害
者

手
帳

等
（
写

）
源

泉
徴

収
票

等
（
写

）
障

害
者

手
帳

等
（
写

）
源

泉
徴

収
票

等
（
写

）

1
ﾉｳ

ﾌ
 ｷ

ﾝ
ﾀ
ﾛ
ｳ

１
枚

１
枚

1
6

枚
枚

3
1

枚
枚

2
ｺ
ｳ

ｼ
ｮｳ

 ｺ
ｳ

ﾀ
ﾛ
ｳ

１
枚

１
枚

1
7

枚
枚

3
2

枚
枚

3
ｶ
ｲ
ｶ
ﾞﾝ

 ｲ
ﾁ

ﾛ
ｳ

１
枚

１
枚

1
8

枚
枚

3
3

枚
枚

4
ｴ

ﾝ
ﾉｳ

 ｼ
ｽ

ﾞｶ
２

枚
１

枚
1
9

枚
枚

3
4

枚
枚

5
ﾀ
ｹ

ｼ
ﾊ

ﾞ 
ｼ
ﾞﾛ

ｳ
０

枚
１

枚
2
0

枚
枚

3
5

枚
枚

6
ｺ
ﾖ
ｳ

 ﾀ
ﾛ
ｳ

０
枚

１
枚

2
1

枚
枚

3
6

枚
枚

7
ﾐﾅ

ﾄ 
ﾊ

ﾅ
ｺ

０
枚

１
枚

2
2

枚
枚

3
7

枚
枚

8
枚

枚
2
3

枚
枚

3
8

枚
枚

9
枚

枚
2
4

枚
枚

3
9

枚
枚

1
0

枚
枚

2
5

枚
枚

4
0

枚
枚

1
1

枚
枚

2
6

枚
枚

4
1

枚
枚

1
2

枚
枚

2
7

枚
枚

4
2

枚
枚

1
3

枚
枚

2
8

枚
枚

4
3

枚
枚

1
4

枚
枚

2
9

枚
枚

4
4

枚
枚

1
5

枚
枚

3
0

枚
枚

4
5

枚
枚

3
連

絡
事

項
等

（
事

業
主

用
）

4
連

絡
事

項
等

（
各

都
道

府
県

申
告

申
請

窓
口

用
）

窓
口

確
認

欄
窓

口
受

理
印

欄

　
令

和
 

 年
度

障
害

者
雇

用
調

整
金

・
報

奨
金

・
特

例
給

付
金

に
係

る
添

付
書

類
送

付
状

事
　

業
　

主
　

名
　

幕
張

建
設

株
式

会
社

(納
付

金
を

伴
う

も
の

を
含

む
）

担
当

者
役

職
・
氏

名
総

務
部

人
事

課
係

長
　

海
浜

　
次

郎
　

記

№
氏

　
　

名
確

認
書

類
送

付
枚

数
窓

口
チ

ェ
ッ

ク
欄

№
氏

　
　

名
確

認
書

類
送

付
枚

数

12
34

56
78

90
12

3

ｴ
ﾝ
ﾉｳ

ｼ
ｽ

ﾞｶ
：精

神
障

害
者

保
健

福
祉

手
帳

の
年

度
内

更
新

が
あ

っ
た

た
め

、
更

新
前

後
の

手
帳

（写
）を

添
付

し
ま

す
。

窓
口

確
認

者

窓
口

チ
ェ

ッ
ク

欄
№

氏
　

　
名

確
認

書
類

送
付

枚
数

窓
口

チ
ェ

ッ
ク

欄

※
添

付
書

類
は

報
告

書
（
Ⅱ

）
の

記
載

順
に

編
纂

し
て

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

ご
協

力
お

願
い

し
ま

す
。

な
お

、
「
確

認
書

類
送

付
枚

数
」
欄

に
枚

数
を

記
入

す
る

こ
と

に
よ

り
、

添
付

漏
れ

の
な

い
よ

う
ご

確
認

願
い

ま
す

。

障
害

者
雇

用
調

整
金

報
奨

金

特
例

給
付

金
記

入
例

記
入

の
必

要
は

あ

り
ま

せ
ん

。

記
名

の
み

。
押

印
不

要
で

す
。

申
請

し
た

内
容

を
「
○

」
で

囲
み

ま
す

。

記 入 必 要

雇
用

障
害

者
が

多
数

に
及

ぶ
場

合
、

当
該

様
式

を
コ

ピ
ー

し
て

使
用

し
て

く
だ

さ
い

。

提
出

に
あ

た
り

、
各

都
道

府
県

申
告

申
請

窓
口

へ
連

絡
事

項
が

あ
れ

ば
、

当
該

欄
へ

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

記
入

の
必

要
は

あ
り

ま
せ

ん
。

記
入

の
必

要
は

あ
り

ま
せ

ん
。

（
複

数
可

）
調

整
金

ま
た

は
報

奨
金

と
あ

わ
せ

て
特

例
給

付
金

を
申

請
す

る

場
合

は
、

両
方

に
○

を
付

し
て

く
だ

さ
い

。
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記
入
例
・
様
式
・
参
考
資
料

※電子申告申請後、添付書類を送付又は持参により提出する場合は本様式を必ず添付してください。 (P63
参照）
※本様式は当機構ホームページ（障害者の雇用支援〉障害者雇用納付金〉申告申請書類の様式、各種届出
用紙のダウンロード）からダウンロードできます。電子申告申請をした事業主が障害者手帳（写）、源泉徴収票
（写）を各都道府県申告申請窓口に郵送又は持参される場合は、必ず本様式に記入のうえご提出ください。
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記
入
例
・
様
式
・
参
考
資
料

様
式
第
1
1
 3
号

吸
収
合
併
、

独
立
行
政
法
人
商
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構

理
事
長
殿

下
記
事
項
に
つ
い
て
届
け
ま
す
。

相
続
、

2
1
3
 

廃
止
等
届

聞注
意〗

：
言
門
都
道
府
県
申
告
申
請
II
記
入
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
1

令
和
7
年

※
 
受
理
印

，  

月
ー
日

法
人
番
号

発
生
年
月
日

令
和
7
年
9
月
ー
日

理
由

相
続

廃
止

〒
0
0
1
4
 

住
所

法
人
の
と
き
は
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地

（
フ
リ
ガ
ナ

名
称

代
表
者
の
役
職

代
表
者
名

幕
張

代
表
者
の
記
名
の
み
必
要
で
す
。

直
箪
署
名
や
代
表
者
印
は
不
要
で
す
。

常
用
雇
用

労
働
者
数

（
上
記
発
生
日
の
前

日
の
人
数
を
記
入
）

申
告
申
請
状
況

（
直
近
の
申
告
申
請

状
況
を
記
入
）

（
令
和
7
年

担
当
部
署
（

担
当
者
名
（

電
話
番
号
（

8  
月

-
[ r 打 謬 ― け 彗 ＂ ｀ 認 託 且 賢 翡 娑 9 " " -

睾 囀 濡 S 荼 洪 、 翌 閾 面 圧 油 蛍 S 9 . J > ロ ー F ) bん 5 ヽ J > ロ ー F L t1 合 淫 S 5 砂 求 華 巌 幸 津 丑 呻 舟 ―

躍 甜 ロ 一 （ 幽 涼 x＿ 舛 湘 囃 L t ^ f い 叶 L 9 。

だ
択
選
を

廃

梅
浜

8
6
0
 

（
令
和
7
年
度
l
申
告
J
申
請

総
務
部
＇
募
課

次
那

0
4
3
1
2
3、
4
5
6
7

人

対
象
外
）

※
都
道
府
県
名

コ
ー
ド
番
号

記
入
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

1 2 3  

‘‘、ノ
注
（  

4 5 6  

こ
の
届
は
、
事
業
を
廃
止
し
た
場
合
、
冶
介
、
分
割
（
事
業
の
全
部
を
承
継
し
た
場
合
の
み
）
、
相
続
、
事
業
の
全
部
の
譲
り
受
け
が
あ
っ
た
場
合
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

該
当
個
所
を
0
で
囲
み
、
記
載
す
べ
き
事
項
の
な
い
欄
は
、
空
欄
の
ま
ま
と
し
ま
す
。

理
由
欄
は
、
2
つ
の
事
業
主
が
1
つ
の
事
業
主
と
な
り
、
片
方
の
事
業
主
が
廃
止
と
な
る
場
合
は
、

個
人
で
あ
る
事
業
主
が
事
業
の
全
部
を
相
続
し
た
場
合
は
、
「
相
続
」
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。

事
業
を
廃
止
し
た
場
合
、
分
割
に
よ
り
事
業
の
全
部
を
承
継
さ
せ
た
場
合
（
分
割
元
で
あ
る
場
合
）
、
事
業
の
全
部
を
譲
渡
し
た
場
合
は
、

※
印
欄
は
記
入
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

個
人
事
業
主
の
場
合
は
、
「
法
人
番
号
」
欄
に
、
事
業
主
番
号
（
ハ
イ
フ
ン
を
除
い
た
数
字
の
み
）
を
左
詰
め
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

「
止
」
を
選
択
し
た
場
合
は
、
「
被
吸
収
合
併
企
業
・
被
相
続
人
の
情
報
」
欄
の
記
載
は
不
要
で
す
。

「
吸
収
合
併
」
を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
。
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記
入
例
・
様
式
・
参
考
資
料

［
例
1
令
和
7
年
9
ガ
1
月
併
け
で
且
企
業
傭
蓋
達
殷
株
式
会
社
）
が
B
企
業
（
竹
芝
ヒ
九
株
式
会
社
）
を
吸
I
/
J
l
合
併
し
た
場
合

被
吸
収
合
併
企
業
・
被
相
続
人
の
情
報

都
道
府
県
名
（
 
章
言

）
 
法
人
番
号
1
が
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
0
1
1

常
用
雇
用
労
働
者
数

〒
1
2
3
-
4
5
6
7
 

（
発
生
日
の
前
日
の
人
数
）

住
所
夷
哀
都
港
区
竹
芝
1
-
1
-
1
|
 
押
印
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
|
 
申
告
・
申
請
状
況

代
表
祠
役
＼

（
直
近
の
申
告
申
請
状
況
）

（
フ
リ
ガ
ナ

タ
ケ
シ
バ
ヒ
‘
ン
レ
カ
ブ
シ
キ
ガ
イ
シ
ャ
代
表
者
の
役
職

事
業
主
名
称
竹
芝
ビ
ル
株
式
会
社

代
表
者
氏
名
雇
用
三
郎

都
道
府
県
名
（
 

）
 
法
人
番
号

I
 
常
用
雇
用
労
働
者
数

（
発
生
日
の
前
日
の
人
数
）

T
 

住
所

申
告
・
申
請
状
況

（
直
近
の
申
告
申
請
状
況
）

（
フ
リ
ガ
ナ

代
表
者
の
役
職

事
業
主
名
称

代
表
者
氏
名

（
 

人）

（
 
令
和
7
年
度
）

C
こ
）
申
請
対
象
外

（
 

人）

（
 

年
度
）

申
告
申
請
対
象
外

1
 
被
吸
収
合
併
企
業
・
被
相
続
人
の
情
報
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
個
人
事
業
主
の
場
合
は
、
「
法
人
番
号
」
欄
に
、
事
業
主
番
号
（
ハ
イ
フ
ン
を
除
い
た
数
字
の
み
）
を
左
詰
め
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
記
入
欄
が
不
足
す
る
場
合
に
は
写
し
を
と
り
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

2
 
発
生
日
の
前
日
の
常
用
雇
用
労
働
者
数
、
直
近
の
申
告
申
請
状
況
等
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

3
 
記
入
方
法

(1
)
吸
収
の
場
合
(
A
企
業
が
B
、
C
企
業
を
吸
収
）

A
企
業
（
存
続
）
が
、
被
吸
収
合
併
企
業
の
情
報
と
し
て
B
及
び
C
企
業
（
廃
止
）
に
つ
い
て
記
入
し
ま
す
。

(2
)
合
併
（
事
業
の
譲
受
を
含
む
。
）
の
場
合
(
A
企
業
十
B
企
業
＝
C
企
業
）

c
企
業
（
新
規
設
立
）
が
、
関
係
す
る
企
業
の
状
況
と
し
て
A
及
び
B
企
業
（
廃
止
）
に
つ
い
て
記
入
し
ま
す
。
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記
入
例
・
様
式
・
参
考
資
料

様
式
第
1
1
 5
号

住
所

独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構

理
事
長
殿

ヽ
名

住
所
法
人
の
と
き
は
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地

名
称

下
記
事
項
に
つ
い
て
届
け
出
ま
す
。
0
。

|
 
1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
0|
1
担
[3

称
等
変
更
届

代
表
者
の
役
職

代
表
者
名

令
和
7  

年
4
月
1
 0
 

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
若
葉
3
-
1
-
3

幕
張
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

幕
張
太
郎

代
表
者
の
記
名
の
み
必
要
で
す
。

直
筆
署
名
や
代
表
者
印
は
不
要
で
す
。

※
 
受
理
印

日

記
入
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
1

法
人
番
号

変
更
年
月
日

令
和
7
年
4  
月
1
 0
 
日

事
項

赤 冬
更

赤 冬
更

前
(
1
13)

T
 

住
所

2
6
1
 
-
0
0
1
4
 

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
若
葉
3
-
1
-
3

T
 
1
0
0
 
-
1
0
0
0
 

東
京
都
墨
田
区
江
東
橋
1
2
3
4
5
6
-
7

法
人
の
と
き
は
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地
担
当
者
連
絡
先

電
話
番
号
0
 4
 3
-
1
 2
 3
-
4
 5
 6
 7
 

担
当
者
連
絡
先

電
話
番
号
0
 3
-
9
 8
 7
 6
-
4
 5
 6
 7
 

（
フ
リ
ガ
ナ
）

名
称

マ
ク
ハ
リ
ケ
ン
セ
ッ
カ
ブ
シ
キ
ガ
イ
シ
ャ

幕
張
建
設
株
式
会
社

ノ
ウ
フ
ケ
ン
セ
ッ
カ
ブ
シ
キ
ガ
イ
シ
ャ

納
付
建
設
株
式
会
社

代
表
者
の
役
職

代
表
者
名

※
 
都
道
府
県
名

コ
ー
E
ロ

※ 備
考

都
道
府
県
名

整
理
ロ

都
道
府
県
名

幣
理
ロ

記
入
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

注
1
)
住
所
、
名
称
、
氏
名
、
電
話
番
号
、
郵
便
番
号
等
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

注
2
)
※
印
欄
は
記
入
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

注
3
)
住
所
等
の
変
更
を
反
映
さ
せ
た
申
告
申
請
書
を
ご
提
出
い
た
だ
く
場
合
は
、
こ
の
変
更
届
の
提
出
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

注
4
)
「
法
人
番
号
」
欄
は
、
左
詰
め
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
な
お
、
個
人
事
業
主
の
場
合
は
、
事
業
主
番
号
（
ハ
イ
フ
ン
を
除
い
た
数
字
の
み
）
を
左
詰
め
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い

序 碑 戊 菩 雌 滞 濯 面 豆 鴫 ＋ 冊 呻 丑 醤 ＞ X 引 卜 d t f 珈 圧 叫 か r l 斤 b 日 I n E A 叫 ゜ 囀 囲 A S 茄 圧 閑 r坤 叩 隣

S 基 叫 ＿ 舛 、 封 荼 洪 哨 脹 藻 葦 汁 — 卜 入 — ゞ （ 薔 鳴 咄S 涸 速 性 函 ＞ 醤 鳴 曲 涸 迅 娑 ヰ 帥 ＞ 丑 叩 丑 醤 囀 濡 S

荼 洪 、 翌 冒 圧 迪 蛍 S 文 J > 口 — F ) b ふ ヽ J > 口 — F 昇 寄 淫 S 5 砂 中 華 巌 活 涸 舟 呻 母 醤 瞬 口 ＿ （

狸 涼 x＿ 舛 嘩 囃 L t ^ f い 叶 L / 0
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［
例
1
令
和
7
年
6
月
1
H
村
け
で
金
融
榛
腐
名
、
本
・
支
店
名
、
金
融
榛
閻
本
・
支
店
コ
ー
ド
、

様
式
第
2
0
8
号
，
申
請
し
た
内
容
を
「
O
」
で
囲
み
ま
す
。

ロ
座
悉
号
が
変
更
に
な
っ
た
楊
合

口
座

独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構

理
事
長
殿

下
記
の
事
項
に
変
更
等
が
あ
っ
た
の
で
届
け
ま
す
。

変
更

報
奨
金
（
特
例
報
嗅
金
•
特
例
給
付
金
を
含
む
。
）
．

届

3
 

特
例
給
付
金

※
 
受
理
印

法
人
番
号

発
生
・
変
更
年
月
日

令
和
7  
年
6  
月
ー
日

住
所

法
人
の
と
き
は
主
た

る
亭
務
所
の
所
在
地

名
称

代
表
者
の
役
職

代
表
者
名

令
和
7  
年
6  
月
1
 0
 

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
若
葉
3
-
1
-
3

日

代
表
取
締
役
社
長

幕
張
太
郎

|
 
記
入
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
1

幕
張
建
設
株
式
会
社

代
表
者
の
記
名
の
み
必
要
で
す
。

直
筆
署
名
や
代
表
者
印
は
不
要
で
す
。

変
更
事
項

亦 冬
更

後
（
新
）

変
更

前
（
旧
）

幕
張
銀
行
・
幕
張
支
店

”
一
三

］
三

美
浜
銀
行
・
海
浜
幕
張
支
店

三
|8|
8|8
|8|
8|8
|8|
 

|o|
1|2
|3|
4|5
|6|
 

預
金
遁
目

ー
普
通

2  
当
座

，  

そ
の
他

ー
普
通

2  
当
座

，  

そ
の
他

（
フ
リ
可ナ）

口
座
義

封 荼 洪 ＿ 舛 服 壁 謙 汁 ー ト 入 ー ゞ （ 薔 鳴 曲 S 瀧 油 湖 茄 ＞ 薔 鳴 曲 繭 油 娑 ヰ 帥 ＞ 丹 呻 丑 醤 囀 濡 S 茄 糾 求 幽 面

＿
昌 胃

9 ． ＄ 口 — F ) 禁 吝 ヽ ロ — F L t 1
嘉 塁 硲 冒 塁 喜 畠 唇 （ 喜 g 輩 畏

一
ヽ ｀ ノ 、 ｀ ノ 、 ｀ ／

1 2 3  

注 注 注

こ
の
届
は
、
申
請
壽
を
提
出
し
た
後
に
口
座
番
号
等
の
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
必
ず
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

個
人
事
業
主
の
場
合
は
、
事
業
主
番
号
（
ハ
イ
フ
ン
を
除
い
た
数
字
の
み
）
を
左
詰
め
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
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本様式は当機構ホームページ（障害者の雇用支援＞障害者雇用納付金＞申告申請書類の様式、各種届

出用紙のダウンロード）からダウンロードして作成のうえ、各都道府県申告申請窓口に郵送又は持参し

てください。

様式第14号ー 2

※1 

郵便番号 I□□□—□ロロロ

住所

法人名称

及び

担当部署名

申告巾請

事業主名 ［ 

ぐ二 枠からはみ出さないよう記載

（ゴム印等可）してください。

ぐコ
ご担当者様

ヽ

／

： 

個人情報漏えい防止のために

個人名を記入しないで下さい。

社会保険労務士による事務代理

者等宛の場合は、巾告巾請事業

主名も記載してください。

受理日確認印を希望する事業主の皆様へ

「障害者雇用納付金申告書、障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金及び特例給付金支給申請書」、

「報奨金、在宅就業障害者特例報奨金及び特例給付金支給申請書」または「特例給付金支給申請書」等の提出

後、当機構支部における受理日（受理印）の確認を希望される場合は、左上（※ 1)に返送先住所等を記載

いただくとともに、下記(※2)の今回提出される書類名にレ点を付し、申告申請書等の提出と併せて提出

してください。後日、受理印を押印し本様式を返送いたします。 （返信用封筒は不要です。）

なお、点検・審査により、後日、内容確認のため当機構支部職員からご連絡させていただくことがあり

ます。

事業主殿

※2提出書類名（いずれかにレ点を付してください。）□ 令和 年度障害者雇用納付金申告書、障害者雇用調整金・在宅就業障害者特例調整金
•特例給付金支給申請書

□ 令和 年度報奨金・在宅就業障害者特例報奨金•特例給付金支給申請書

□ 令和年度特例給付金支給申請書
□ その他（書類名：
提出いただいた申告申請書は、下記支部及び日付けで受理しました。

窓口受理印

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構



〔令和　　年度雇用状況〕 （単位：人）

月

常用雇用
労働者

４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ２ ３

短時間労働者以外の
常用雇用労働者数

　（①）

短時間労働者数

合計
（①＋②×0.5）

〔令和　　年度雇用状況〕 （単位：人）

月

常用雇用
労働者

４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ２ ３

短時間労働者以外の
常用雇用労働者数

　（①）

短時間労働者数

（②）

合計
（①＋②×0.5）
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本様式は当機構ホームページ（障害者の雇用支援＞障害者雇用納付金＞申告申請書類の様式、各種届
出用紙のダウンロード）からダウンロードできます。

常用雇用労働者総数報告書

照会のあった常用雇用労働者の総数について、下記のとおり報告します。

所在地・電話番号

事業主名

代表者名

法人番号（個人事業主の場合は不要）

担当者所属氏名（記名のみ）

＼ 

＼ 

令和年月日

10 I 11 I 12 

10 I 11 I 12 

※ 上記表の記載内容等について、後日、当機構が行う調査の対象となることがあります。

※ 合計欄は、①欄の短時間労働者以外の常用雇用労働者数に②欄の短時間労働者（週所定労働時間 2
0時間以上30時間未満） 1人を0. 5カウントした数を加えた数を記入してください。

※ 合計欄に示された時点で 10 0人を超える月が 5か月以上ある場合（年度の中途で事業を開始した
場合、年度の中途で事業を廃止した場合はP57~61参照）には、申告申請義務がありますので、
申告申請書を期限までに提出していただくことが必要となります。
なお、当報告書は申告申請義務の有無に関わらず各都道府県申告申請窓口へご提出ください。



（令和　 　年度　申告 （申請） 用）
令　和 令　和

　 年 　 年
4　月 5　月 6　月 7　月 8　月 9　月 10　月 11　月 12　月 1  月 2  月 3  月

Ⅰ　短時間以外の常用雇用労働者（週の所定労働時間３０時間以上）

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
①

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
②

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
③

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
④

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
⑤

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
⑥

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
⑦

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
⑧

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
⑨

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
⑩

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
⑪

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
⑫

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

Ⅱ　短時間労働者（週の所定労働時間２０時間以上３０時間未満）

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
①’

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
②’

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
③’

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
④’

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
⑤’

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
⑥’

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
⑦’

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
⑧’

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
⑨’

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
⑩’

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
⑪’

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
⑫’

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

Ⅲ 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

（⑬＋⑬’＋Ⅲ）

(注意）　　１．この表の⑬の数（①～⑫の計）が、「障害者雇用状況等報告書（Ⅰ）」の③の(ｲ)「短時間労働者以外の常用雇用労働者数」欄の各月の数となります。

　　従　　　業　　　員　　　計
⑯

役員（専任役員、相談役、顧問等）で、雇
用保険の被保険者でない者）

⑭

⑮
その他、週の所定労働時間２０時間未満
の労働者等

常用雇用労働者の内訳整理表（　総括表　・　事業所別連番№ ）　

労働者派遣事業における常用型の派遣労
働者（派遣元）

計

在宅勤務者

年　　月

雇用（契約）期間の定めがなく雇用されて
いる労働者

一定の期間を定めて雇用されている労働
者

週の所定労働時間が３０時間以上のパー
トタイム労働者

⑬’
障害者雇用納付金制度に係る短時間労
働者　（①’～⑫’の計）

区　　分

外 務 員 で あ る 労 働 者

休　職　中　の　労　働　者

＜各月　 　日現在＞
=(算定基礎日)

⑬
障害者雇用納付金制度に係る短時間以
外の常用雇用労働者（①～⑫の計）

雇用（契約）期間の定めがなく雇用されて
いる労働者

一定の期間を定めて雇用されている労働
者

出　　向　　労　　働　　者

海　外　勤　務　労　働　者

在宅勤務者

休　職　中　の　労　働　者

海　外　勤　務　労　働　者

出　　向　　労　　働　　者

週の所定労働時間が２０時間以上３０時間
未満のパートタイム労働者

外 務 員 で あ る 労 働 者

事業主名称

役員を兼務している労働者

外　 国 　人 　労 　働 　者

労働者派遣事業における登録型の派遣労働者
の常用雇用労働者(派遣元)

労働者派遣事業における常用型の派遣労
働者（派遣元）

外　 国 　人 　労 　働 　者

上

記

以

外

の

者

労働者派遣事業における登録型の派遣労働者
の常用雇用労働者(派遣元)

役員を兼務している労働者

　ただし、雇用障害者の総数の把握において、週（月）所定労働時間による雇用区分とは異なる雇用区分と判断された障害者がいる場合は、各月ごとの総数を修正して
　ください。

　２．この表の⑬’の数（①’～⑫’の計）が「障害者雇用状況等報告書（Ⅰ）」の③の(ﾛ)「短時間労働者数」欄の各月の数となります。
　ただし、雇用障害者の総数の把握において、週（月）所定労働時間による雇用区分とは異なる雇用区分と判断された障害者がいる場合は、各月ごとの総数を修正して
　ください。

 ３．上記①～⑫のうち、複数の項目に該当する労働者がいる場合は、いずれか一つの項目（ただし③～⑫を優先）に計上してください。
 ４．複数の事業所があり、事業所ごとにこの表を作成し集計する必要がある場合には、コピーして使用してください
 ５．この表は、申告申請書類として当機構へ提出していただく書類ではありません。

86

記
入
例
・
様
式
・
参
考
資
料

本様式は当機構ホームページ（障害者の雇用支援＞障害者雇用納付金＞申告申請書類の様式、各種届
出用紙のダウンロード）からダウンロードできます。

常雨霞用労働者の内訳整遷表（総話表口事業所別運警嵐 ） 

事業主名称

く各月 1Sl環在＞

（令和 7 竿哀申告 （申請）用）-------6 7 

1 短時間以外の常用雇用労偽者（選の所定労勘時間30時間以上）

⑬障害者雇用納付金綱度に僕る短時闇以
よ 八 八 八 "さ よ さ^ ，^ ふh 、入 、入 ふ 芝ヽ

外の常用雇用労鉛者（①百⑫の計）

n短時間労勘者（選の所定労鉛時間20時間以上30時間未満）

⑬’障害者冨用納付金綱度に憬る短時間労
八 災 災 災 人、 人、 亥~ 入~ 入． 入． 必． ふ 入，

鉛者（①＇西⑫＇の 計）

J_ 
| | | | | | | | | | | | | I 
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記
入
例
・
様
式
・
参
考
資
料

令
和

給
与
支
払
額
報
告
書

年
度
障
害
者
雇
用
調
整
金
・
報
奨
金
•
特
例
給
付
金
の
申
請
に
つ
い
て
、
給
与
支
払
額
等
に
つ
い
て
下
記
の
と
お
り
報
告
し
ま
す
。

令
和
年
月

日 独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
納
付
金
部
長
殿

事
業
主
名

記

給
与
支
払
額
（
障
害
者
雇
用
状
況
等
報
告
書
(I
I)
の
記
載
順
）

No.
 
氏
名

給
与
支
払
額
（
円
）
（
※
）

年
4
月
5
月
6
月
7
月

8
月
9
月
1
0
月
11
月
1
2
月
年
1
月
2
月

3
月

合
計

4
 

1
4
 

※
 
月
毎
に
支
給
さ
れ
た
給
与
の
合
計
額
（
手
取
り
額
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
通
勤
手
当
・
賞
与
等
は
含
み
ま
せ
ん
。
）
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記
入
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様
式
・
参
考
資
料

No.
 
氏
名

給
与
支
払
額
（
円
）
（
※
）

年
4
月
5
月
6
月
7
月

8
月
9
月
1
0
月
11
月
1
2
月
年
1
月
2
月

3
月

合
計

2
4
 

3
4
 

4
0
 

※
月
毎
に
支
給
さ
れ
た
給
与
の
合
計
額
（
手
取
り
額
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
通
勤
手
当
・
賞
与
等
は
含
み
ま
せ
ん
。
）




